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「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」について，下記の箇

所を別添の通りとする。 

 

変更箇所，変更理由及びその内容は以下の通り。 

   

○福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 

放射性物質分析・研究施設別棟の設置に伴い，下記の通り変更を行う。 

 

 目次 

  ・放射性物質分析・研究施設別棟の設置に伴い新規記載 

 

Ⅱ 特定原子力施設の設計，設備 

2 特定原子力施設の構造及び設備，工事の計画 

2.52 放射性物質分析・研究施設別棟 

本文 

・放射性物質分析・研究施設別棟の設置に伴う基本設計及び基

本仕様について新規記載 

添付資料１ 

・放射性物質分析・研究施設別棟の工事概要について新規記載 

添付資料２ 

・放射性物質分析・研究施設別棟の図面等について新規記載 

添付資料３ 

・放射性物質分析・研究施設別棟の具体的な安全確保等につい

て新規記載 

添付資料４ 

・放射性物質分析・研究施設別棟に係る確認事項について新規記載 

 

 

Ⅲ 特定原子力施設の保安 

第１編 （１号炉，２号炉，３号炉及び４号炉に係る保安措置) 

 附則 

・放射性物質分析・研究施設別棟の設置に伴う変更 

・重機足場，メガフロート等埋め立て部分及び浚渫用桟橋の管理対象区域 

への区域変更完了に伴う記載削除 

添付１ 管理区域図 

・放射性物質分析・研究施設別棟の設置に伴う変更 

添付２ 管理対象区域図 

・放射性物質分析・研究施設別棟の設置に伴う変更 
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第２編 （５号炉及び６号炉に係る保安措置） 

附則 

・放射性物質分析・研究施設別棟の設置に伴う変更 

・重機足場，メガフロート等埋め立て部分及び浚渫用桟橋の管理対象 

区域への区域変更完了に伴う記載削除 

添付１ 管理区域図 

・放射性物質分析・研究施設別棟の設置に伴う変更 

添付２ 管理対象区域図 

・放射性物質分析・研究施設別棟の設置に伴う変更 

 

以 上 
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2.52 放射性物質分析・研究施設別棟 

2.52.1 基本設計 

2.52.1.1 設置の目的 

放射性物質分析・研究施設別棟（以下「別棟」という。）は，液系試料（ALPS 処理水など）に含まれ

る放射性物質の分析を実施することを目的とする。 

 

2.52.1.2 要求される機能 

 別棟においては，液系試料（ALPS 処理水など）について，搬入，分析・試験，一時的な保管及び搬出

すること。また，別棟で発生する放射性の廃棄物について一時的な保管及び搬出すること。 

別棟内で取り扱う放射性物質については，必要に応じて漏えい防止・汚染拡大防止等を行うことによ

り，敷地周辺の線量を達成できる限り低減すること。 

 

2.52.1.3 設計方針 

別棟の安全対策は，他の特定原子力施設の設計を参考にしつつ，「特定原子力施設への指定に際し東

京電力株式会社福島第一原子力発電所に対して求める措置を講ずべき事項について」を満たす設計とす

る。 

 

(1) 電源の確保 

別棟は，1系統で受電する設計とする。 

 

(2) 放射性固体廃棄物の処理・保管・管理 

別棟で発生する放射性の固体廃棄物（以下「別棟固体廃棄物」という。）の処理・貯蔵にあたっては，

その廃棄物の性状に応じて，適切に処理し，十分な保管容量の確保，配置等の適切な管理を行うことに

より，敷地周辺の線量を達成できる限り低減する設計とする。 

 

(3) 放射性液体廃棄物の処理・保管・管理 

別棟で発生する放射性の液体廃棄物（以下「別棟液体廃棄物」という。）の処理・貯蔵にあたっては，

その廃棄物の性状に応じて，適切に処理し，十分な保管容量の確保，漏えい防止・汚染拡大防止等を行

うことにより，敷地周辺の線量を達成できる限り低減する設計とする。 

 

(4) 放射性気体廃棄物の処理・管理 

別棟で発生する放射性の気体廃棄物（以下「別棟気体廃棄物」という。）の処理にあたっては，その

廃棄物の性状に応じて，当該廃棄物の放出量を抑制し，適切に処理・管理を行うことにより，敷地周辺

の線量を達成できる限り低減する設計とする。 

 

(5) 緊急時対策 

別棟は，緊急時に必要な施設，資機材等を整備するとともに，適切な警報系及び通信連絡設備を備え

る設計とする。 
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(6) 火災に対する設計上の考慮 

別棟は，火災により安全性が損なわれることを防止するために，火災の発生防止対策，火災の検知及

び消火対策並びに火災の影響の軽減対策を適切に組み合わせた措置を講ずる設計とする。 

 

(7) 運転員操作に対する設計上の考慮 

別棟は，運転員の誤操作を防止するための適切な措置を講ずる設計とする。 

 

2.52.1.4 供用期間中に確認する項目 

別棟から放出する排気は，放射性物質の濃度を環境に放出可能な値まで低減できる設計とする。 

 

2.52.1.5 主要な機器等 

別棟は，建屋，分析・試験設備，換気空調設備，固体廃棄物払出準備設備及び液体廃棄物一時貯留設

備により構成する設計とする。 

 

2.52.1.5.1 別棟の建屋 

別棟の建屋は，福島第一原子力発電所（以下「発電所」という。）の放射性物質分析・研究施設第 1棟

（以下「第 1 棟」という。）に隣接して配置する。鉄筋コンクリート造 2 階建ての平面が約 35m（南北方

向）×約 23m（東西方向）の建物で，地上高さは約 7mの設計とする。 

 

2.52.1.5.2 分析・試験設備 

分析・試験のための設備は，フード及び各種分析装置から構成する設計とする。液系試料（ALPS 処理

水など）は別棟に搬入後，液系試料（ALPS 処理水など）を各種分析装置で分析可能な形態にするために，

フード内において試料の調製を行い，放射能測定装置，化学分析装置等を用いて分析・試験を行う設計

とする。 

また，各種分析装置の校正等の目的で，フード室，RI 調製室及び測定室(1)～(4)において RI 標準試

料を取り扱う設計とする。 

フードは，核種分離等の前処理及びマイラー処理等の試料調製を行う設計とする。測定室(1)～(4)は，

調製後の試料に対して，各種分析装置で分析を行う設計とする。 

 

2.52.1.5.3 換気空調設備 

フード等の排気は，高性能フィルタを有したフィルタユニットで放射性物質を十分低い濃度になるま

で除去した後，管理区域用排風機を介して別棟の排気口から大気放出する設計とする。また，管理区域

への給気は，管理区域外分も含め送風機で行う設計とする。 

 

2.52.1.5.4 固体廃棄物払出準備設備 

別棟固体廃棄物は，別棟内で一時的に保管ができる設計とする。一時的に保管した別棟固体廃棄物は，

発電所内の放射性の固体廃棄物等の管理施設等に払い出す設計とする。 
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2.52.1.5.5 液体廃棄物一時貯留設備 

別棟液体廃棄物は，別棟内で一時的に保管ができる設計とする。一時的に保管した別棟液体廃棄物

（中和等により安定化した分析廃液及び設備管理廃液）を発電所内の放射性の液体廃棄物関連施設に払

い出す設計とする。このため，別棟液体廃棄物を一時的に保管する専用のラック等を設置する設計とす

る。 
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2.52.2 基本仕様 

2.52.2.1 主要仕様 

2.52.2.1.1 分析・試験設備 

(1) フード 

吸引能力        面速 0.5m/s 以上（1/3 開口状態） 

基数          24 基 

取付箇所        フード室，RI 調製室，試薬調製室，測定室(4) 

 

2.52.2.1.2 換気空調設備 

(1) 管理区域用排風機 

容量          27200m3/h/基 

基数          2 基（うち 1基予備） 

 

(2) 送風機 

容量          29600m3/h/基 

基数          2 基（うち 1基予備） 

 

(3) 排気フィルタユニット 

容量          5440m3/h/基 

基数          6 基（うち 1基予備） 

 

2.52.2.1.3 固体廃棄物払出準備設備 

(1) 固体廃棄物払出準備室 

部屋数         1部屋 

廃棄物容量       5.5m3 

 

2.52.2.1.4 液体廃棄物一時貯留設備 

(1) 分析廃液一時収納ラック 

保管容量        0.18m3/基 

基数          1 基 

取付箇所        液体廃棄物一時貯留室 
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(2) 設備管理廃液一時収納ラック 

保管容量        0.12m3/基 

基数          2 基 

取付箇所        液体廃棄物一時貯留室 

 

(3) 堰   

堰高さ         0.15m 以上 

堰容積（想定する最大の漏えい量） 0.42m3 

取付箇所        液体廃棄物一時貯留室 

材料          鉄筋コンクリート 

床・壁の塗料      エポキシ樹脂 

床・壁の塗装範囲    床面及び床面から堰高さ以上までの壁面 

 

(4) 漏えい検出装置及び警報装置 

漏えい検出装置取付箇所   液体廃棄物一時貯留室 

警報装置取付箇所      監視設備室 

 

2.52.3 添付資料 

添付資料－1 別棟の設置について 

添付資料－2 別棟の図面等 

別添 2－1 全体概要図 

別添 2－2 機器配置図 

別添 2－3 分析試料フロー図 

別添 2－4 放射性廃棄物フロー図 

別添 2－5 換気空調設備概略系統図 

添付資料－3 別棟の具体的な安全確保策等 

別添 3－1 施設外への漏えい防止能力について 

添付資料－4 別棟に係る確認事項 
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添付資料－1 

 

別棟の設置について 

 

1. 工事概要 

液系試料（ALPS処理水など）に含まれる放射性物質の分析を実施することを目的とし，別棟を建設す

る。 

 

2. 工程 

 

年

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

準備工事・建設工事

運用

令和8年 令和9年
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添付資料－2 

 

別棟の図面等 

 

別添 2－1 全体概要図 

別添 2－2 機器配置図 

別添 2－3 分析試料フロー図 

別添 2－4 放射性廃棄物フロー図 

別添 2－5 換気空調設備概略系統図 
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別棟の全体概要図 

別添 2－1 

 

全体概要図 

 

別棟の全体概要図を以下に示す。 
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別
棟
の
機
器
配
置
図

 

別添 2－2 

 

機器配置図 

 

別棟の機器配置図を以下に示す。 
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別添 2－3 

分析試料フロー図 

 

別棟の分析試料フロー図を以下に示す。 

 

  

別
棟
の
分
析
試
料
フ
ロ
ー
図
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別添 2－4 

放射性廃棄物フロー図 

 

別棟の放射性廃棄物フロー図を以下に示す。 

 

  

別
棟
の
放
射
性
廃
棄
物
フ
ロ
ー
図
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別添 2－5 

換気空調設備概略系統図 

 

別棟の換気空調設備概略系統図を以下に示す。 

 

 

別
棟
の
換
気
空

調
設

備
概

略
系

統
図
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添付資料－3 

 

別棟の具体的な安全確保策等 

 

1．「Ⅱ．設計，設備について措置を講ずべき事項」に係る安全確保策等 

別棟は，放射性物質を取り扱うことから，措置を講ずべき事項等に関連する規制基準を満たすために，

必要な対策を講ずる。特に，放射性物質の漏えい発生防止，漏えい検知・漏えい拡大防止，運転員操作

に対する設計上の考慮等について具体的な安全確保策を定め，実施する。 

 

1.1 電源の確保 

別棟は，1系統で受電する設計とする。 

 

1.2 放射性固体廃棄物の処理・保管・管理 

別棟では，可燃性，難燃性及び不燃性の別棟固体廃棄物を扱う。別棟固体廃棄物は，分類して所定の

容器に収納したうえで，発電所内の他施設へ搬出するまで，固体廃棄物払出準備室において一時的に保

管する設計とする。 

別棟固体廃棄物は，発電所内の他施設へ計画的に搬出することで，その保管容量を確保する設計とす

る。別棟固体廃棄物の一時的に保管する容量は 5.5m3とする。 

また，別棟設置工事に伴い発生する廃棄物は，発電所全体の放射性固体廃棄物の処理・保管・管理の

対応に従う。 

 

1.3 放射性液体廃棄物の処理・保管・管理 

別棟では，分析作業において発生する分析廃液と，流し台や除染設備において発生する設備管理廃液

を，別棟液体廃棄物として扱う。別棟液体廃棄物は，発電所内の他施設へ搬出するまで，液体廃棄物一

時貯留室の分析廃液一時収納ラック，設備管理廃液一時収納ラック（以下「収納ラック」という。）に

おいて一時的に保管する設計とする。 

収納ラックは堰内に設置され，堰内は液体が浸透しにくく，腐食しにくいエポキシ樹脂にて塗装する。

万一，別棟液体廃棄物が漏えいした場合には，警報により漏えいを検知し，紙ウエス等により速やかに

回収・処理を行う設計とする。警報は監視設備室で発報する。 

なお，漏えい防止能力の評価詳細については「別添 3－1 施設外への漏えい防止能力について」に示

す。 

別棟液体廃棄物は，発電所内の他施設へ計画的に搬出することで，その一時的に保管する容量を確保

する。分析廃液を一時的に保管する容量は 0.18m3，設備管理廃液を一時的に保管する容量は 0.24m3とす

る。 

別棟液体廃棄物は，計画的に発電所内の他施設へ搬出して管理することから，別棟から直接廃棄する

ことはなく，そのための設備も設置しない。 
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1.4 放射性気体廃棄物の処理・管理 

別棟気体廃棄物は，換気空調設備室(2)に設置する換気空調設備によりフードの排気に含まれる放射

性物質を高性能フィルタにより十分低い濃度になるまで除去した後，別棟の排気口から放出する設計と

する。 

 

1.5 緊急時対策 

別棟の緊急時の資機材として担架，除染用具，サーベイメータ及び保護具（タイベック，アノラック，

全面マスク等）を整備する。緊急時の資機材は，定期的に点検を行い，常時使用可能な状態を維持する。 

別棟は，事故時において必要な安全避難通路等の他，事故時に施設内に居るすべての人に対し的確に

指示ができる適切な警報系及び通信連絡設備を整備する設計とする。 

 

1.6 火災に対する設計上の考慮 

別棟は，火災により安全性が損なわれることを防止するために，火災の発生防止対策，火災の検知及

び消火対策並びに火災の影響の軽減対策を適切に組み合わせた措置を講ずる設計とする。 

 

1.7 運転員操作に対する設計上の考慮 

(1) フードの誤操作防止 

フード窓の誤操作による開放防止として，以下の対策・設計とする。 

・ フード窓が必要以上に大きく開放しないよう，フード窓にストッパーを設ける設計とする。 

・ 誤って大きく開放しないよう，フード窓に表示等を行う。 

 

(2) 監視盤，操作器具等の誤操作防止 

監視盤の配置，操作器具等の操作性，計器表示及び警報表示においては施設の状態が正確かつ迅速

に把握できる設計とする。 
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別添 3－1 

 

施設外への漏えい防止能力について 

 

1．別棟液体廃棄物の施設外への漏えい防止能力の評価 

液体廃棄物一時貯留設備において，別棟液体廃棄物を一時的に保管する収納ラックは，漏えい拡大防

止のための堰内に設置する。堰は，堰内に設置するそれぞれの収納ラックの漏えい廃液を全量保持でき

る容量とする。表-1 に漏えい防止能力の評価を示す。 
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  名
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[
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2．液体廃棄物一時貯留室の堰に関する説明 

液体廃棄物一時貯留室の収納ラック及び堰の配置を図-1 に示す。 

 

図-1 収納ラック及び堰の配置 

 

3．床及び壁の塗装 

3.1 塗装の耐水性 

床，壁はエポキシ樹脂を使用して塗装することにより耐水性を確保する。 

 

3.2 塗装の範囲 

塗装の範囲は，別棟液体廃棄物を内包するそれぞれの収納ラックの漏えい廃液を全量保持できるよう

に設計した堰内の床及び床面から堰の高さ以上までの壁とする。堰の塗装範囲を図-2 に示す。 

 

図-2 堰の塗装範囲 
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4．配管及び電気配線並びに排気管及び空調ダクトの貫通部 

4.1 配管 

図-1及び図-2の堰内の範囲の貫通部は原則として，壁については堰の高さ以上に設け，床については

堰の高さ以上までスリーブを立ち上げる設計とする。 

 

4.2 電気配線（ケーブルトレイ及び電線管） 

図-1及び図-2の堰内の範囲の貫通部は原則として，壁については堰の高さ以上に設け，床については

貫通部を設けない。 

 

4.3 排気管及び空調ダクト 

図-1及び図-2の堰内の範囲の貫通部は原則として，壁については堰の高さ以上に設け，床については

貫通部を設けない。 
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添付資料－4 

 

別棟に係る確認事項 

 

別棟の建屋の工事に係る主要な確認事項を表－1に示す。 

 

表－1 別棟の建屋の工事に係る確認事項 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 
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別棟の設備の工事に係る主要な確認事項を表－2～8に示す。 

 

表－2 確認事項（フード 1～24） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 
 

構造強度 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。  

据付確認 
機器の据付位置，据付状態につい

て確認する。 

実施計画のとおり施工・据付され

ていること。 
 

性能 
運転性能 

確認 

運転状態にて開口部（1/3 開口状

態）の面速を確認する。 

実施計画に記載されている面速以

上であること。 
 

 

表－3 確認事項（送風機 A，B，管理区域用排風機 A，B） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 
 

構造強度 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。  

据付確認 
機器の据付位置，据付状態につい

て確認する。 

実施計画のとおり施工・据付され

ていること。 
 

性能 
運転性能 

確認 

運転を行い，実施計画に記載され

ている容量を満足することを確認

する。また，異音，異臭及び振動

の異常がないことを確認する。 

実施計画に記載されている容量を

満足すること。また，異音，異臭

及び振動の異常がないこと。 

 

 

表－4 確認事項（排気フィルタユニット 1～6） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 
 

構造強度 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。  

据付確認 
機器の据付位置，据付状態につい

て確認する。 

実施計画のとおり施工・据付され

ていること。 
 

性能 
運転性能 

確認 

実施計画に記載されている容量に

おける機器の状態を確認する。 

実施計画に記載されている容量に

て変形等の異常がないこと。 
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表－5 確認事項（固体廃棄物払出準備室） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 
 

保管容量 

寸法確認 

実施計画に記載されている廃棄物

容量を保管できることを確認す

る。 

実施計画に記載されている容量以

上であること。 
 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。  

 

表－6 確認事項（分析廃液一時収納ラック，設備管理廃液一時収納ラック A，B） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 
 

構造強度 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。  

据付確認 
機器の据付位置，据付状態につい

て確認する。 

実施計画のとおり施工・据付され

ていること。 
 

保管容量 寸法確認 

実施計画に記載されている廃棄物

容量を保管できることを確認す

る。 

実施計画に記載されている容量以

上であること。 
 

 

表－7 確認事項（液体廃棄物一時貯留室の堰） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 
 

漏えい防止 

材料確認 

実施計画に記載されている主な材

料であることを，材料証明書等に

より確認する。 

実施計画のとおりであること。  

寸法確認 
実施計画に記載されている主要寸

法を確認する。 
寸法が許容範囲内であること。  

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。  

据付確認 
堰の据付位置，据付状態について

確認する。 

実施計画のとおり施工・据付され

ていること。 
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表－8 確認事項（漏えい検出装置，警報装置） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 
 

構造強度 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。  

据付確認 
装置の据付位置，据付状態につい

て確認する。 

実施計画のとおり施工・据付され

ていること。 
 

機能 
漏えい 

警報確認 

漏えい信号により警報が作動する

ことを確認する。 
警報が作動すること。  

 



 

 

 

 

 

 

 

第１編 

 
（１号炉，２号炉，３号炉及び４号炉に係る保安措置） 
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附  則 

 

附則（                       ） 

（施行期日） 

第１条 

この規定は，原子力規制委員会の認可を受けた日から１０日以内に施行する。 

２．添付１（管理区域図）の全体図及び放射性物質分析・研究施設別棟の管理区域図面並

びに添付２（管理対象区域図）の全体図及び放射性物質分析・研究施設別棟の管理対象

区域図面の変更は，それぞれの区域の区域区分の変更をもって適用することとし，それ

までの間は従前の例による。 

 

附則（令和８年２月２４日 原規規発第 2602241 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第４条については，原子力規制委員会の認可を受けた後，配電・電路グループの組織

変更を行う日から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

３．第９条，第１１条，第１８条，第２０条，第２１条，第２２条，第２３条，第２４条，

第２５条，第２６条，第２６条の２，第２７条，第２８条，第２９条，第３０条，第３

１条，第３２条，第３３条，第８１条及び第８２条については，原子力規制委員会の認

可を受けた後，東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃

料物質の防護に関する規則の一部を改正する規則の施行日から適用することとし，それ

までの間は従前の例による。 

 

附則（令和７年１２月８日 原規規発第 2512082 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．添付２（管理対象区域図）の全体図における瓦礫類一時保管エリアの変更は，それぞ

れの区域の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和７年１１月１８日 原規規発第 2511183 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第５条及び第４０条のうち，ゼオライト土嚢等処理設備については，ゼオライト土嚢

等処理設備の運用を開始した時点から適用することとし，それまでの間は従前の例によ

る。 

 

附則（令和７年９月８日 原規規発第 2509082 号） 

（施行期日） 
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第１条 

２．第６０条及び第６１条については，１号炉原子炉建屋５階のエリアモニタ設備の運用

を開始した時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和７年８月２０日 原規規発第 2508201 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第６１条については，使用済燃料乾式キャスク仮保管設備における新設エリアモニタ

の運用を開始した時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和６年１２月１８日 原規規発第 24121811 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第５条及び第４２条の２については，放射性物質分析・研究施設第２棟の運用を開始

した時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和６年４月２２日 原規規発第 2404223 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．添付１（管理区域図）の全体図及び添付２（管理対象区域図）の全体図の変更は，化

学分析棟の増床部の運用開始をもって適用することとし，それまでの間は従前の例によ

る。 

 

附則（令和５年２月２１日 原規規発第 2302212 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第４２条の２の表４２の２－１における固体廃棄物貯蔵庫第１０棟排気口から放出さ

れる放射性気体廃棄物の管理については，固体廃棄物貯蔵庫第１０棟の運用を開始した

時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

３．添付１（管理区域図）の全体図及び固体廃棄物貯蔵庫第１０棟の管理区域図面並びに

添付２（管理対象区域図）の全体図及び固体廃棄物貯蔵庫第１０棟の管理対象区域図面

の変更は，それぞれの区域の区域区分の変更をもって適用することとし，それまでの間

は従前の例による。 

 

附則（令和４年１０月２７日 原規規発第 2210277 号） 

（施行期日） 
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第１条 

２．第４２条については，１号大型カバー換気設備の運用を開始した時点から適用するこ

ととし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和４年４月２２日 原規規発第 2204221 号） 

（施行期日） 

第１条 

３．第６０条及び第６１条については，２号炉燃料取り出し用構台におけるエリアモニタ

の運用を開始した時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和２年８月３日 原規規発第 2008037 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．添付１（管理区域図）の全体図における免震重要棟及び入退域管理棟，添付２（管理

対象区域図）の全体図における免震重要棟及び入退域管理棟並びに免震重要棟及び入退

域管理棟の管理対象区域図面の変更は，それぞれの区域の区域区分の変更をもって適用

することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和２年５月２７日 原規規発第 2005271 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第５条，第４０条及び第４２条の２については，大型廃棄物保管庫の運用を開始した

時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

３．添付１（管理区域図）の全体図及び大型廃棄物保管庫の管理区域図面並びに添付２（管

理対象区域図）の全体図及び大型廃棄物保管庫の管理対象区域図面の変更は，それぞれ

の区域の区域区分の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（平成２８年１２月２７日 原規規発第 1612276 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第４０条の２における水位の監視については，水位計の設置が完了した貯留設備から

順次適用する。 

 

附則（平成２５年８月１４日 原規福発第 1308142 号） 

（施行期日） 

 第１条 



Ⅲ-1-附則-4 

２．第１７条第３項及び第４項の１号炉復水貯蔵タンク水については，運用開始時点から

適用する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 添付１  管 理 区 域 図 

 
 

 （第４６条及び第４９条関連） 

 

 

 

 

添付１については核物質防護上の理由から

公開しないこととしております。 



 

 

 

 

 

 

 

 添付２  管 理 対 象 区 域 図 
 

 

（第４５条，第４７条及び第４８条関連） 
 

 

 

 

 
 

添付２については核物質防護上の理由から

公開しないこととしております。 



 

 

 

 

 

 

 

第２編 

 
（５号炉及び６号炉に係る保安措置） 
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附  則 

 

附則（                       ） 

（施行期日） 

第１条 

この規定は，原子力規制委員会の認可を受けた日から１０日以内に施行する。 

２．添付１（管理区域図）の全体図及び放射性物質分析・研究施設別棟の管理区域図面並

びに添付２（管理対象区域図）の全体図及び放射性物質分析・研究施設別棟の管理対象

区域図面の変更は，それぞれの区域の区域区分の変更をもって適用することとし，それ

までの間は従前の例による。 

 

附則（令和８年２月２４日 原規規発第 2602241 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第４条については，原子力規制委員会の認可を受けた後，配電・電路グループの組織

変更を行う日から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

３．第９条，第１１条，第５５条，第７２条，第７３条，第７４条，第７５条，第１１８

条，第１２０条及び第１２１条については，原子力規制委員会の認可を受けた後，東京

電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関す

る規則の一部を改正する規則の施行日から適用することとし，それまでの間は従前の例

による。 

 

附則（令和７年１２月８日 原規規発第 2512082 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．添付２（管理対象区域図）の全体図における瓦礫類一時保管エリアの変更は，それぞ

れの区域の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和７年１１月１８日 原規規発第 2511183 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第５条のうち，ゼオライト土嚢等処理設備については，ゼオライト土嚢等処理設備の

運用を開始した時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和６年１２月１８日 原規規発第 24121811 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第５条については，放射性物質分析・研究施設第２棟の運用を開始した時点から適用
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することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和６年４月２２日 原規規発第 2404223 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．添付１（管理区域図）の全体図及び添付２（管理対象区域図）の全体図の変更は，化

学分析棟の増床部の運用開始をもって適用することとし，それまでの間は従前の例によ

る。 

 

附則（令和５年２月２１日 原規規発第 2302212 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第８９条の表８９－１における固体廃棄物貯蔵庫第１０棟排気口から放出される放射

性気体廃棄物の管理については，固体廃棄物貯蔵庫第１０棟の運用を開始した時点から

適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

３．添付１（管理区域図）の全体図及び固体廃棄物貯蔵庫第１０棟の管理区域図面並びに

添付２（管理対象区域図）の全体図及び固体廃棄物貯蔵庫第１０棟の管理対象区域図面

の変更は，それぞれの区域の区域区分の変更をもって適用することとし，それまでの間

は従前の例による。 

 

附則（令和２年８月３日 原規規発第 2008037 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．添付１（管理区域図）の全体図における免震重要棟及び入退域管理棟，添付２（管理

対象区域図）の全体図における免震重要棟及び入退域管理棟並びに免震重要棟及び入退

域管理棟の管理対象区域図面の変更は，それぞれの区域の区域区分の変更をもって適用

することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和２年５月２７日 原規規発第 2005271 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第５条については，大型廃棄物保管庫の運用を開始した時点から適用することとし，

それまでの間は従前の例による。 

３．添付１（管理区域図）の全体図及び大型廃棄物保管庫の管理区域図面並びに添付２（管

理対象区域図）の全体図及び大型廃棄物保管庫の管理対象区域図面の変更は，それぞれ

の区域の区域区分の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前の例による。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 添付１  管 理 区 域 図 

 
 

 （第９２条の２及び第９３条の３関連） 

 

 

 

 

添付１については核物質防護上の理由から

公開しないこととしております。 



 

 

 

 

 

 

 

 添付２  管 理 対 象 区 域 図 
 

 

（第９２条，第９３条及び第９３条の２関連） 
 

 

 

 

 

添付２については核物質防護上の理由から

公開しないこととしております。 


